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○東海市立児童館の設置及び管理に関する条例 

昭和４６年３月２５日 

条例第１８号 

改正 昭和４６年１２月２４日条例第３０号 

昭和４８年３月２７日条例第１０号 

昭和４９年３月１５日条例第１４号 

昭和４９年１２月２６日条例第４６号 

昭和５０年１２月２６日条例第３９号 

昭和５２年３月３０日条例第１０号 

昭和５３年３月１５日条例第６号 

昭和５４年３月２６日条例第１０号 

昭和５４年１２月２１日条例第３８号 

昭和５５年１２月２３日条例第２７号 

昭和５６年１２月２８日条例第３１号 

平成１７年１２月２６日条例第４５号 

平成１８年３月１７日条例第１２号 

平成２０年３月２８日条例第９号 

平成２２年１２月２４日条例第３１号 

平成２９年７月１４日条例第１８号 

令和４年７月７日条例第２１号 

東海市立児童館の設置および管理に関する条例をここに公布する。 

東海市立児童館の設置及び管理に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２の規定

に基づき、東海市立児童館（以下「児童館」という。）の設置及び管理について必

要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 児童館は、小地域を対象として児童に健全な遊びを与え、個別的及び集団的

に指導してその健康を増進し、及び情操を豊かにするとともに、地域組織活動の育

成及び助長を図ることを目的とする。 
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（設置） 

第３条 市に、児童館を設置する。 

２ 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

（管理及び運営） 

第４条 児童館の管理及び運営は、東海市福祉事務所において行う。 

（開館時間） 

第５条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要がある

と認めるときは、これを変更することができる。 

（１） ４月１日から９月３０日までにあつては、午前９時から午後６時まで（そ

の日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以

下「休日」という。）の翌日（休日に当たる日を除く。次号において同じ。）に

当たるときは、午後２時から午後６時まで） 

（２） １月４日から３月３１日まで及び１０月１日から１２月２８日までにあつ

ては、午前９時から午後５時まで（その日が休日の翌日に当たるときは、午後２

時から午後５時まで） 

（休館日） 

第６条 児童館の休館日は、次のとおりとする。 

（１） 月曜日（月曜日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も

近い日で休日でない日） 

（２） 休日の翌日であつて、土曜日又は日曜日に当たる日 

（３） １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日において臨時に開館し、

同項の休館日以外の日において臨時に休館することができる。 

（目的外利用） 

第７条 市長は、児童館の利用目的を妨げない限度において必要と認めた場合は、目

的外利用を許可することができる。 

２ 前項の利用者に対しては、使用料を徴収することができる。 

３ 使用料の額は、市長が別に定める。 

（指定管理者による管理） 

第８条 市長は、児童館の管理を法人その他の団体であつて東海市公の施設の指定管
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理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年東海市条例第１５号）の定めるとこ

ろにより市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることがで

きる。 

２ 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務

は、次のとおりとする。 

（１） 施設及び設備の維持管理に関すること。 

（２） 児童に健全な遊びを与え、個別的及び集団的に指導してその健康を増進し、

及び情操を豊かにするとともに、地域組織活動の育成及び助長を図るための事業

の計画及び実施に関すること。 

（３） その他児童館の管理に関し、市長が必要と認める業務 

３ 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に

従つて、児童館の管理を行わなければならない。 

４ 第１項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第４条から第６条

までの規定の適用については、第４条中「東海市福祉事務所」とあるのは「指定管

理者」と、第５条及び第６条第２項中「市長は、特に必要があると認めるときは」

とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」

とする。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、昭和４６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４６年条例第３０号） 

この条例は、昭和４７年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４８年条例第１０号） 

この条例は、昭和４８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年条例第１４号） 

この条例は、昭和４９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年条例第４６号） 

この条例は、昭和５０年２月１日から施行する。 

附 則（昭和５０年条例第３９号） 
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この条例は、昭和５１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年条例第１０号） 

この条例は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年条例第６号） 

この条例は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５４年条例第１０号） 

この条例は、昭和５４年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５４年条例第３８号） 

この条例は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年条例第２７号） 

この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年条例第３１号） 

この条例は、昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年条例第４５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年条例第１２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第９号） 

この条例は、市長が定める日から施行する。 

（平成２０年規則第３４号で平成２０年５月２７日から施行） 

附 則（平成２２年条例第３１号） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第１８号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年条例第２１号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

名称 位置 

東海市立三ツ池児童館 東海市加木屋町三ツ池１２番地の７４ 
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東海市立泉児童館 東海市荒尾町泉３番地 

東海市立養父児童館 東海市養父町宮山１７番地の１ 

東海市立加木屋児童館 東海市加木屋町仲新田４３番地の１ 

東海市立富木島児童館 東海市富木島町西山田１番地の１３ 

東海市立平洲児童館 東海市荒尾町畑田４３番地の１ 

東海市立名和児童館 東海市名和町塚森２５番地 

東海市立大田児童館 東海市大田町東畑１１７番地の７ 

東海市立明倫児童館 東海市富木島町貴船１６番地の７ 

東海市立加木屋南児童館 東海市加木屋町南鹿持２８番地の１ 

東海市立姫島児童館 東海市富木島町森前２番地 

東海市立公家児童館 東海市高横須賀町公家５番地の１ 

東海市立名和東児童館 東海市名和町戸石４８番地の１０ 

 


